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福津市第２学校給食共同調理場よりお願い         令和7年度 

 

給食変更届の提出 （※締め切り日が土日祝の場合はその前日まで） 

● 学校行事により給食中止、試食会による食数増加の際は、前々月２０日までに 
（8、９月は発注が早いため、６月２０日まで）共同調理場へ連絡を行い、学校給食

人員変更届を必ず提出して下さい。 

 ● 職員（7学年等）の給食数は、前月１０日まで（8、９月は発注が早いため、７月１０ 

日まで）に必ず提出してください。基本的に、それ以降の変更は受け付けません。

※発注の関係で、提出期限を早める可能性もあります。 

● 児童給食数の変更は４営業日前までに連絡をして下さい。その際、変更理由を知

らせ、学校給食人員変更届を必ず提出して下さい。なお長期欠席者には給食費を

返金しますので、事前に連絡をして下さい。 

 

検食簿の記載 

   検食は児童生徒が食する３０分前までに行って下さい。検食に当たっては、食品

の異味、異臭その他異常がないか、一食分として適切か、児童生徒の嗜好との関連

などについて確認し、その結果について検食簿に記入して下さい。またアレルギー

除去食についても同様に確認し、その結果を検食簿に記入してください。  

 

牛乳の保管について   

牛乳は１０℃以下で保管して下さい。 

 

残菜調査について     

残菜は毎日調査します。 
６月、１１月、２月は体育スポーツ健康課へ栄養摂取状況報告書を提出しております。 

 

食育委員会会議開催について 

 会議開催日は原則として毎月第１週水曜日とします。 
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後片付けについて 

● ごはん、パン、デザート、牛乳など、すべての食品は安全性と衛生管理の面から持ち帰りはしない

で下さい。 

● 食器、おぼん、はし、スプーン、フォークの間に食べ残しやビニールなどのゴミを残さないで下さ

い。(洗浄機の故障および洗浄作業の妨げになります) 

● 食べ残しは入ってきた食缶の中に返して下さい。（食べかけのパンも中身のみパン箱へ） 

飲みかけの牛乳 津屋崎小：各階の配膳室にあるバケツの中へ  勝浦小：牛乳ケースの中へ 

● 残菜の中にビニールなどのごみを入れないで下さい。 

● おたま、しゃもじ、トングなどはそれぞれの容器（例：ごはんの入れ物にはしゃもじ、汁物の缶には

おたまなど）に入れて返して下さい。 

● ごはん椀、汁椀は使用後、それぞれ入ってきたかごの中に返し、混ざらないようにして下さい。 

● スプーン、フォークは使用後、それぞれ入ってきたかごの中に返して下さい。 

（スプーンは黒のプレートのかごへ フォークは赤のプレートのかごへ） 

【勝浦小学校の対応】 ※配膳員さんに１つにしていただきます。 

● 串、ビニール、ゴム手袋、デザートの容器（ゼリーのカップ）などは受配校で処理して下さい。 

● みかんの皮やミニトマト・いちごのヘタや梅干しの種は袋に入れて受配校で処分して下さい。 

● アルミケースはたたんで、入っていた入れ物に入れて、調理場へ返して下さい。 

● キウイ、ぶどう等の皮は入っていた入れ物に入れて、調理場へ返して下さい。(受配校で処分してもかまいません。) 

【津屋崎小学校の対応】 

● ごみは一つのビニール袋にまとめ（小さくまとめる）、ワゴンの上にのせておいて下さい。 

● アルミケースはたたんで、入っていた入れ物に入れて、調理場へ返して下さい 

異物混入 

異物混入等があったときは共同調理場へ連絡をお願いします。その際、現物を必ず取っておき、異

常確認時の状況報告もあわせてお願いします。 

嘔吐をした場合 

何らかの原因で嘔吐した場合は、食器やおぼん、カトラリーの消毒が必要です。そのまま配膳室に

は返さず、学校で消毒後、返却をお願いします。（※嘔吐物を処理したごみの持ち込みも厳禁です。） 

数物について 

 パンや牛乳、フライや魚など、数を数えて提供しているものは、ぴったりの数のみを提供しています。

万が一、多い、少ないがあった場合は、共同調理場までご連絡ください。 

また、R７年度より飲用牛乳中止の制度が変更になっています。書類の提出日の関係で、月ごとに

飲用牛乳の数が変動する可能性もありますので、確実に、確認をお願いいたします。 

 

 



資料② 

 

3 

 

予備について 

勝浦小学校：おかず（フライなど数物）の予備は1人分の予備を職員室用のバット等に入れています。

また食器などは、5枚ずつ入れています。 津屋崎小学校：1階配膳室に予備を準備しています。 

食物アレルギー対応について 

●アレルギー除去食の受け渡しについて 
・給食の引き渡しは、必ず教師が立ち合いのもと行います。 

※子どもたちのみで、配膳室へ来ないようお願いいたします。 

・アレルギー除去食があるかないかを一覧表で確認し、きちんと把握したうえで取りに来てください。

（担任以外の教師が入る場合も同様にお願いします。） 

・受け取りの際は、確認後、時間とサインの記入をお願いします。対象者が欠席の場合は、欠席とご記

入ください。（対象者が欠席の場合は、除去食等は提供しません。） 

●アレルギー除去食の食札の返し方 

・食缶、おぼんに貼られたカードは、そのまま食缶・おぼんに貼って返してください。 

・デザートなどの袋に貼ってあるカードは、牛乳のケースに貼って返してください。 

 


